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昭
和
六
十
三
年
十
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

二

二
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

皇
位
の
尊
嚴
と
憲
法
に
關
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
三
年
十
月
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

滝 

沢 

幸 

助 

 

一 

 



 

天
皇
陛
下
の
御
平
癒
を
お
祈
り
申
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
て
、
小
員
は

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
「
皇
位
繼
承
に
關
す
る
儀
禮
等
に
つ
い
て
の
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
て
政
府
の

見
解
を
質
し
た
が
、
そ
の
答
辯
書
は
「
憲
法
の
趣
旨
に
沿
い
、
か
つ
、
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
た
も
の
に
な
る

と
考
え
て
い
る
」
と
し
た
に
止
ま
り
一
切
、
具
體
的
な
事
項
に
は
觸
れ
ず
し
て
「
研
究
中
」
と
さ
れ
て
ゐ
た
。 

越
え
て
六
十
三
年
二
月
二
十
九
日
、
豫
算
委
員
會
に
於
け
る
小
員
の
質
疑
に
對
す
る
答
辯
も
全
く
同
様
で
あ
つ

た
。 こ

の
こ
と
は
「
天
皇
の
地
位
は
主
權
の
存
す
る
國
民
の
總
意
に
基
く
」
と
し
た
憲
法
の
文
章
に
ま
つ
ま
で
も
な

く
、
國
民
ひ
と
し
く
、
之
を
知
ら
む
と
願
ひ
、
且
つ
又
、
當
然
知
ら
さ
れ
て
可
な
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
と
信
ず 

 
謹
ん
で 皇

位
の
尊
嚴
と
憲
法
に
關
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

三 

な
か
ん
づ
く
次
の
七
項
目
に
つ
い
て
眞
意
を
問
ふ
。 

る
。 

一 

右
雜
誌
に
報
道
さ
れ
た
内
部
資
料
な
る
も
の
は
實
存
す
る
か
。 

二 

右
の
記
述
は
お
ほ
む
ね
事
實
と
そ
の
内
容
に
お
い
て
一
致
す
る
か
。
違
ふ
點
あ
ら
ば
明
示
さ
れ
た
い
。 

と
こ
ろ
が
今
般
、
雜
誌
「
文
藝
春
秋
」
十
一
月
號
（
一
二
六
頁
～
一
三
三
頁
）
に
政
府
の
内
部
「
研
究
」
が
急
速
に
具

體
化
し
た
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
、
國
民
の
閒
に
複
雜
な
思
ひ
が
渦
卷
い
て
ゐ
る
。 

4 

御
陵
は
多
摩
陵
墓
地
。 

・

3 

葬
場
殿
は
大
正
天
皇
時
に
倣
う
規
模
と
す
る
。
場
所
は
新
宿
御
苑
。 

・

2 

国
葬
は
、
宗
教
色
を
除
き
、
国
が
担
当
。 

・
・
・
・
・

1 

大
喪
に
関
し
て
は
皇
室
典
範
に
も
と
づ
き
国
家
予
算
、
た
だ
し
宮
内
庁
が
担
当
す
る
。 

・
・
・
・
・

之
は
國
政
上
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
以
下
こ
れ
に
關
し
質
問
す
る
。 

・  
 

・  
・  
・  

・  

・  
 

・  
・  ・  

 



 

五 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

四 

元
號
の
制
定
は
新
帝
の
裁
許
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
。 

九 

「
天
皇
に
私
な
し
」
と
い
ふ
。
つ
い
て
は
皇
位
繼
承
の
如
く
超
重
大
な
禮
式
に
あ
つ
て
は
、
天
皇
個
人
又
は
天

皇
家
と
い
ふ
が
如
き
見
解
は
當
を
得
な
い
と
思
ふ
が
如
何
。 

五 

古
來
、
葬
列
を
行
は
な
い
大
葬
は
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
見
解
如
何
。 

六 

皇
位
の
繼
承
は
「
践
祚
の
儀
」
「
即
位
の
儀
」
「
大
嘗
祭
」
の
三
式
あ
つ
て
完
成
す
る
と
い
ふ
我
國
古
來
の
傳
統
に

鑑
み
、
こ
れ
ら
三
式
す
べ
て
公
式
の
儀
式
と
し
て
行
は
れ
る
と
解
し
て
よ
い
か
。 

八 

即
位
の
禮
は
京
都
に
於
て
行
は
れ
る
と
解
し
て
よ
い
か
。 

七 

大
葬
に
お
け
る
轜
車
並
に
葱
華
輦
は
從
前
通
り
使
用
さ
れ
る
か
。 

7 

剣
璽
渡
御
の
儀
は
、
国
事
行
為
・
根
拠 

皇
室
経
済
法
。 

・
・
・

6 
國
葬
は
四
長
官
弔
辞
が
中
心
。
葱
華
輦
の
使
用
に
つ
い
て
は
検
討
中
。 

・
・
・
・
・

・
・

5 
殯
宮
か
ら
新
宿
御
苑
は
車
列
を
用
い
、
葬
列
は
し
な
い
。
国
が
担
当
す
る
。 

・
・
・
・

・
・
・
・
・

・  

・  
・  

・  

 



 

十
二 

先
に
記
し
た
る
如
く
憲
法
第
一
條
に
よ
り
「
國
民
の
總
意
に
基
い
て
」
皇
位
が
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
國
民
の
代
表
で
あ
り
國
權
の
最
高
機
關
た
る
國
會
が
、
皇
位
繼
承
に
關
す
る
手
續
禮
法
等
は
知
ら

ざ
る
べ
か
ら
ず
、
更
に
國
民
は
そ
の
國
會
を
通
じ
て
之
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
ま
で
の
一
連
の
作 

十
一 

右
の
見
識
に
立
つ
時
、
將
來
あ
り
得
べ
き
皇
位
繼
承
に
關
す
る
諸
般
の
禮
典
は
須
く
我
國
の
古
來
の
傳
統

を
全
く
繼
承
し
つ
つ
、
正
式
完
全
に
行
は
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
之
を
世
界
に
披
露
し
て
、
我
國
の
美
風
と

世
界
平
和
へ
の
希
求
を
廣
く
顯
傳
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
如
何
。 

十 
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
大
統
領
の
就
任
式
、
英
國
の
戴
冠
式
な
ど
を
參
考
す
る
に
、
宗
敎
と
憲
法
及
び
法
律
と
の

關
係
は
、
文
明
諸
國
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
源
泉
を
そ
の
國
の
傳
統
習
慣
に
求
め
て
、
こ
れ
を
優
位
に
し
て
ゐ 

 

る
。
か
く
見
る
と
き
、
建
國
二
千
六
百
五
十
年
の
傳
統
を
有
す
る
我
國
に
あ
つ
て
天
皇
個
人
の
宗
敎
と
い
ふ
が

如
き
見
解
は
當
を
得
ず
、
憲
法
の
文
章
と
皇
室
の
傳
統
は
渾
然
合
一
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
所
見
如

何
。
政
府
は
皇
位
が
尊
嚴
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
か
。
如
何
。 

六 

 



 

 

七 

業
は
、
こ
の
憲
法
の
趣
旨
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
ゐ
る
が
如
く
で
あ
る
。
見
解
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


